
第 7 章
資　料　編
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１．東京都脳卒中救急搬送体制 

救急隊による「脳卒中疑い有無判断基準」

　救急隊は、傷病者の全身状態の観察や脈拍、呼吸状態などの確認、家族等からの情報収集等

により、重症度・緊急度を判断し、状態に合った救急搬送先医療機関を選定して、速やかに搬

送します。

　その際の傷病者の観察項目で、脳卒中発症が疑われる主な徴候 (*) を見極めるための判断基準

を用いています。

　これらを総合的に判断して「脳卒中疑い」のある患者を、救急隊は、東京都脳卒中急性期医

療機関に搬送します。

＊脳卒中発症が疑われる主な徴候
（シンシナティ病院前脳卒中スケールの場合）

次のような徴候が突然現れた場合、脳卒中が疑われます。

☆歯を見せたり笑ってみせたときに、顔のゆがみがある

☆目を閉じて、10 秒間両腕を挙げているようにしても、

片側だけ挙がらない、または挙がり方に差がある

  

☆話をしても不明瞭な言葉が出たり、あるいは全く話せない

＊資料：「脳卒中病院前救護の骨子」（脳卒中病院前救護ガイドライン検討委員会）
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■東京都脳卒中急性期医療機関設置要綱

平成２１年１月３０日付２０福保医政第１６０３号
第１　目　的

　脳卒中発症の疑われる患者が迅速かつ適切な急性期の治療を受けることができる体制を
確保するため、東京都脳卒中急性期医療機関（以下「急性期医療機関」という。）を設置する。

第２　急性期医療機関の役割
　急性期医療機関は、別紙「東京都脳卒中急性期医療機関認定基準」（以下「認定基準」
という。）に基づく機能を自ら責任を持って有し、その上で東京都における脳卒中救急搬
送体制に参加して脳卒中急性期医療を担う。

第３　認定等
１�　認定を受けようとする医療機関の管理者（以下「管理者」という。）は「東京都脳卒
中急性期医療機関新規認定申請書」（別記１号様式）を知事に提出しなければならない。
２�　知事は、別記第１号様式により新規認定の申請があった医療機関のうち、以下の要件
を満たす医療機関を急性期医療機関として認定する。

　　　(1)�必須項目
　認定基準の１から４の項目を全て満たす医療機関を急性期医療機関として認定する。

　　　(2)�t-PA 治療を実施する医療機関の要件
　　　�　認定基準の１から４の項目に加えて５から７の項目を全て満たす急性期医療機関につ　
　　　いては、t-PA治療を実施する医療機関として認定する。

３�　知事は認定を行なった場合、「東京都脳卒中急性期医療機関認定通知書」（別記２号様
式）により医療機関に対して、その旨を通知する。
４�　既に申請した内容に変更が生じた場合は、「東京都脳卒中急性期医療機関内容変更届」
（別記３号様式）」を知事に提出しなければならない。
５�　管理者は２による認定の取消しを申し出る場合は、「東京都脳卒中急性期医療機関認
定取消申請書」（別記４号様式）を知事に提出しなければならない。
６�　知事は、急性期医療機関が要件を満たさないと判断される時、又は開設者から申し出
があった時は認定を取り消すことができる。
７�　知事は、急性期医療機関の認定を取り消した時は、「東京都脳卒中急性期医療機関認
定取消通知書」（別記５号様式）により医療機関に対して、その旨を通知する。

第４　東京都脳卒中急性期医療機関リストの掲載
　東京都脳卒中急性期医療機関リストについては、「東京都保健医療計画における脳卒中
急性期医療機能を担う医療機関」の一覧として、東京都福祉保健局ホームページに掲載し
て、毎月１日付で更新する。

附　則
　この要綱は、決定の日から施行する。

※別記１～５号様式は省略
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東京都脳卒中急性期医療機関 認定基準
～東京都全域における脳卒中医療連携体制の構築に向けて～

１　東京都全域における脳卒中救急搬送体制構築の考え
　脳卒中については、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血があるが、脳梗塞の超急性期において適

応となるアルテプラーゼ（t-PA）静注療法を含め、病態、時間経過に応じて他にも有効な手段

が多々ある。従って、全ての脳卒中患者が同様に可能な限り早期に脳卒中急性期医療機関に搬

送され、可能な限り、予測される後遺障害が軽減されるような適切な治療を受けることが重要

である。

２　「脳卒中急性期医療機関」の認定基準
　東京都脳卒中医療連携体制において、当該医療機関が責任を持って以下の条件を満たすもの

を「脳卒中急性期医療機関」とする。

東京都脳卒中急性期医療機関

認　定　基　準　項　目
必須
項目

超急性期の脳梗塞患者に対して t-PA
治療を実施する場合の必須項目

1
急性期脳卒中に対する十分な知識と経験を有する医師及
びコメディカルスタッフが対応できること

○ ○

2
頭部ＣＴやＭＲＩなどの画像検査や必要な臨床検査が来
院から速やかに実施できる院内体制が整備されているこ
と

○ ○

3
脳卒中急性期患者を収容する専門の病床または病棟を有
し、急性期リハビリテーションを行えるＰＴまたはＯＴ
が常勤していること

○ ○

4

脳神経外科的な処置が必要な患者に対して速やかに脳神
経外科専門医の診療を受けられる体制が整備されている
こと（脳神経外科医が常駐していない場合でもオンコー
ル体制や連携病院への転送などにより、必要時、迅速に
脳神経外科専門医にコンサルテーションできること）

○ ○

5

脳卒中医療の質を確保するため、日本脳卒中学会の承認
する t-PA 使用のための講習会を受講し、その証明を取得
している医師が１名以上配置されており、t-PA の使用に
あたっては当該医師の指導の下に実施すること。

○

6
t-PA 静注療法の適応のある患者に、来院から１時間以内
に治療を実施できる院内体制が整備されていること

○

7
t-PA 静注療法を施行した場合、その後の患者管理の観点
から、最短でも治療後 36 時間まで、副作用の発現に速や
かに対応できるよう、必要な観察を継続できること

○

別紙
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東京都脳卒中急性期医療機関リスト

　このリストは、「東京都保健医療計画」における脳卒中急性期医療機能を担う医療機関の一覧

です。
平成２５年４月１日現在

◇このリスト掲載の医療機関は、脳卒中急性期患者の受入可能な態勢をとれる日や時間帯

があるということです。

　また、救急医療現場の状況は、時々刻々と変化するため、受入可能な状態かどうかは常

に変化します。

◇「t-PA の実施あり」の欄に「○」のついている医療機関は、t-PA 治療（*）実施に必

要な態勢をとれる日や時間帯があるということです。

　（*）t-PA 治療…超急性期の脳梗塞治療で、発症後 4.5 時間以内に遺伝子組み換え型

t-PA（組織プラスミノーゲン・アクチベーター）製剤（薬剤名：アルテプラーゼ）の静

脈内投与による血栓溶解療法を指す。

医療機関名 住　所 t-PA の
実施あり

駿河台日本大学病院 千代田区神田駿河台１－８－１３ ○

東京逓信病院 千代田区富士見２－１４－２３ ○

聖路加国際病院 中央区明石町９－１ ○

北里大学　北里研究所病院 港区白金５－９－１　

せんぽ東京高輪病院 港区高輪３－１０－１１ ○

東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋３－１９－１８ ○

東京都済生会中央病院 港区三田１－４－１７ ○

順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷３－１－３　 ○

東京医科歯科大学医学部附属病院 文京区湯島１－５－４５ ○

東京健生病院 文京区大塚４－３－８

日本医科大学付属病院 文京区千駄木１－１－５　 ○

医療法人社団哺育会　浅草病院 台東区東浅草１－１０－１２

公益財団法人ライフ・エクステンション
研究所付属　永寿総合病院 台東区東上野２－２３－１６ ○
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国際医療福祉大学三田病院 港区三田１－４－３

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 港区虎ノ門２－２－２ ○

東京大学医学部附属病院 文京区本郷７－３－１ ○

三井記念病院 千代田区神田和泉町１ ○

NTT 東日本関東病院 品川区東五反田５－９－２２ ○

昭和大学病院 品川区旗の台１－５－８ ○

財団法人河野臨牀医学研究所附属
第三北品川病院 品川区北品川３－３－７ ○

医療法人社団おきの会　旗の台脳神経外科病院 品川区旗の台５－１７－１６ ○

医療法人社団松和会　池上総合病院 大田区池上６－１－１９ ○

公益財団法人東京都保健医療公社　荏原病院 大田区東雪谷４－５－１０ ○

日本赤十字社東京都支部　大森赤十字病院 大田区中央４－３０－１１ ○

医療法人社団佑和会　木村病院 大田区千鳥２－３９－１０

社会保険蒲田総合病院 大田区南蒲田２－１９－２ ○

独立行政法人労働者健康福祉機構
東京労災病院 大田区大森南４－１３－２１ ○

東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西６－１１－１　 ○

医療法人社団靜恒会　本多病院 大田区東矢口１－１７－１５　

社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院 大田区大森北１－３４－６ ○

総合病院厚生中央病院 目黒区三田１－１１－７ ○

独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 目黒区東が丘２－５－１ ○

国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 目黒区中目黒２－３－８ ○

東邦大学医療センター大橋病院 目黒区大橋２－１７－６ ○

医療法人社団爽玄会　碑文谷病院 目黒区南２－９－７ ○

国家公務員共済組合連合会　三宿病院 目黒区上目黒５－３３－１２ ○

医療法人社団　和誠会　大脇病院 世田谷区奥沢３－３３－１３

公立学校共済組合　関東中央病院 世田谷区上用賀６－２５－１ ○

社会福祉法人康和会　久我山病院 世田谷区北烏山２－１４－２０ ○

一般社団法人至誠会第二病院 世田谷区上祖師谷５－１９－１ ○

医療機関名 住　所 t-PA の
実施あり
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財団法人日産厚生会　玉川病院 世田谷区瀬田４－８－１ ○

ＪＲ東京総合病院 渋谷区代々木２－１－３ ○

東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿２－３４－１０ ○

日本赤十字社医療センター 渋谷区広尾４－１－２２ ○

公益財団法人東京都保健医療公社　大久保病院 新宿区歌舞伎町２－４４－１ ○

慶應義塾大学病院 新宿区信濃町３５ ○

独立行政法人　国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山１－２１－１ ○

社会保険中央総合病院 新宿区百人町３－２２－１　 ○

東京医科大学病院 新宿区西新宿６－７－１ ○

東京厚生年金病院 新宿区津久戸町５－１ ○

東京女子医科大学病院 新宿区河田町８番１号 ○

医療法人社団広恵会　春山外科病院 新宿区百人町１－２４－５ ○

医療法人社団悦伝会　目白病院 新宿区下落合３－２２－２３ ○

東京警察病院 中野区中野４－２２－１ ○

東京医療生活協同組合　中野総合病院 中野区中央４－５９－１６ ○

医療法人財団健貢会　総合東京病院 中野区江古田３－１５－２ ○

立正佼成会附属　佼成病院 中野区弥生町５－２５－１５ ○

医療法人財団　河北総合病院 杉並区阿佐谷北１－７－３ ○

東京都立大塚病院 豊島区南大塚２－８－１ ○

医療法人社団大成会　長汐病院 豊島区池袋１－５－８

東京北社会保険病院 北区赤羽台４－１７－５６ ○

医療法人財団明理会　明理会中央総合病院 北区東十条３－２－１１ ○

医療法人財団健康文化会　小豆沢病院 板橋区小豆沢１－６－８

板橋区医師会病院 板橋区高島平３－１２－６

医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院 板橋区小豆沢２－１２－７ ○

医療法人社団和好会　金子病院 板橋区南常盤台１－１５－１４

医療法人社団正風会　小林病院 板橋区成増３－１０－８

医療機関名 住　所 t-PA の
実施あり
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帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀２－１１－１ ○

東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町３５－２ ○

医療法人財団朔望会　常盤台外科病院 板橋区常盤台２－２５－２０ ○

公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院 板橋区栄町３３－１ ○

日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町３０－１ ○

医療法人社団叡宥会　安田病院 板橋区成増１－１３－９

順天堂大学医学部附属練馬病院 練馬区高野台３－１－１０ ○

医療法人社団千秋会　田中脳神経外科病院 練馬区関町南３－９－２３

公益財団法人東京都医療保健協会
練馬総合病院 練馬区旭丘１－２４－１ ○

公益社団法人地域医療振興協会
練馬光が丘病院 練馬区光が丘２－１１－１

医療法人社団杏精会　岡田病院 荒川区荒川５－３－１

特定医療法人社団一成会　木村病院 荒川区町屋２－３－７

東京女子医科大学東医療センター 荒川区西尾久２－１－１０ ○

愛里病院 足立区千住東１－２０－１２

医療法人社団東京朝日会　あさひ病院 足立区平野１－２－３ ○

医療法人社団心和会　足立共済病院 足立区柳原１－３６－８

医療法人社団医善会　いずみ記念病院 足立区本木１－３－７

医療法人社団苑田会　苑田第一病院 足立区竹の塚４－１－１２ ○

医療法人社団けいせい会　東京北部病院 足立区江北６－２４－６ ○

等潤病院 足立区一ツ家４－３－４

医療法人社団成和会　西新井病院 足立区西新井本町５－７－１４　 ○

博慈会記念総合病院 足立区鹿浜５－１１－１ ○

特定医療法人社団昭愛会　水野記念病院 足立区西新井６－３２－１０

医療法人財団健和会　柳原病院 足立区千住曙町３５－１

医療法人財団謙仁会　亀有病院 葛飾区亀有３－３６－３ ○

医療法人財団　湘南会
亀有みんなのクリニック 葛飾区亀有２－４－８

医療法人社団光仁会　第一病院 葛飾区東金町４－２－１０

医療機関名 住　所 t-PA の
実施あり
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東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛飾区青戸６－４１－２ ○

公益財団法人東京都保健医療公社
東部地域病院 葛飾区亀有５－１４－１　 ○

医療法人社団直和会　平成立石病院 葛飾区立石５－１－９ ○

医療法人社団洪永会　東京洪誠病院 足立区西新井栄町１－１７－２５ ○

社会福祉法人賛育会　賛育会病院 墨田区太平３－２０－２

医療法人社団誠和会　白鬚橋病院 墨田区東向島４－２－１０ ○

医療法人社団隆靖会　墨田中央病院 墨田区京島３－６７－１ ○

同愛記念病院 墨田区横網２－１－１１

東京都立墨東病院 墨田区江東橋４－２３－１５ ○

医療法人社団仁寿会　中村病院 墨田区八広２－１－１ ○

医療法人財団正明会　山田記念病院 墨田区石原２－２０－１ ○

医療法人社団修世会　木場病院 江東区木場５－８－７

医療法人社団順江会　江東病院 江東区大島６－８－５

順天堂大学医学部附属順天堂
東京江東高齢者医療センター 江東区新砂３－３－２０

医療法人社団青藍会　鈴木病院 江東区塩浜２－７－３

医療法人社団高裕会　深川立川病院 江東区扇橋２－２－３ ○

医療法人社団　藤﨑病院 江東区南砂１－２５－１１　 ○

医療法人社団恵信会　友仁病院 江東区亀戸２－４１－１

社会福祉法人仁生社　江戸川病院 江戸川区東小岩２－２４－１８ ○

医療法人社団昌医会　葛西昌医会病院 江戸川区東葛西６－３０－３ ○

日本私立学校振興共済事業団　東京臨海病院 江戸川区臨海町１－４－２ ○

医療法人社団茜会　西村記念病院 江戸川区平井３－２５－１７

医療法人社団晃山会　松江病院 江戸川区松江２－６－１５ ○

医療法人社団森山医会　森山記念病院 江戸川区西葛西７－１２－７ ○

城東社会保険病院 江東区亀戸９－１３－１

青梅市立総合病院 青梅市東青梅４－１６－５　 ○

公立福生病院 福生市加美平１－６－１ ○

医療機関名 住　所 t-PA の
実施あり
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医療法人社団悦伝会　目白第二病院 福生市福生１９８０　 ○

公立阿伎留医療センター あきる野市引田７８－１ ○

医療法人社団 KNI　北原国際病院 八王子市大和田町１－７－２３ ○

東海大学八王子病院 八王子市石川町１８３８　 ○

東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町１１６３ ○

医療法人社団玉栄会　東京天使病院 八王子市上壱分方町５０－１

医療法人財団興和会　右田病院 八王子市暁町１－４８－１８

医療法人社団親和会　野猿峠脳神経外科病院 八王子市下柚木１９７４－１ ○

医療法人社団幸隆会　多摩丘陵病院 町田市下小山田町１４９１ ○

医療法人社団慶泉会　町田慶泉病院 町田市小川１５４６－２

町田市民病院 町田市旭町２－１５－４１ ○

社会医療法人社団正志会　南町田病院 町田市鶴間１００８－１ ○

公益財団法人東京都保健医療公社
多摩南部地域病院 多摩市中沢２－１－２ ○

日本医科大学多摩永山病院 多摩市永山１－７－１　 ○

稲城市立病院 稲城市大丸１１７１　 ○

医療法人財団　川野病院 立川市錦町１－７－５

独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 立川市緑町３２５６　 ○

医療法人社団健生会　立川相互病院 立川市錦町１－１６－１５ ○

医療法人財団　立川中央病院 立川市柴崎町２－１７－１４

国家公務員共済組合連合会　立川病院 立川市錦町４－２－２２ ○

社会福祉法人恩賜財団
東京都同胞援護会昭島病院 昭島市中神町１２６０

医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院 昭島市松原町３－１－１ ○

医療法人財団大和会　東大和病院 東大和市南街１－１３－１２ ○

医療法人社団啓仁会　吉祥寺南病院 武蔵野市吉祥寺南町３－１４－４

松井外科病院 武蔵野市吉祥寺東町１－１９－
２３ ○

日本赤十字社東京都支部　武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町１－２６－１ ○

武蔵野陽和会病院 武蔵野市緑町２－１－３３

医療機関名 住　所 t-PA の
実施あり
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杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川６－２０－２　 ○

医療法人社団永寿会　三鷹中央病院 三鷹市上連雀５－２３－１０

東京都立多摩総合医療センター 府中市武蔵台２－８－２９　 ○

医療法人社団恵仁会　府中恵仁会病院 府中市住吉町５－２１－１ ○

医療法人社団桐光会　調布病院 調布市下石原３－４５－１

東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛江市和泉本町４－１１－１ ○

公立昭和病院 小平市天神町２－４５０ ○

公益財団法人東京都保健医療公社
多摩北部医療センター 東村山市青葉町１－７－１ ○

医療法人社団山本・前田記念会　前田病院 東久留米市中央町５－１３－３４ ○

医療法人財団緑秀会　田無病院 西東京市緑町３－６－１

医療法人社団東光会　西東京中央総合病院 西東京市芝久保町２－４－１９ ○

保谷厚生病院 西東京市栄町１－１７－１８ ○

医療法人社団時正会　佐々総合病院 西東京市田無町４－２４－１５ ○

医療機関名 住　所 t-PA の
実施あり
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２．東京都脳卒中医療連携協議会 

■東京都脳卒中医療連携推進事業実施要綱

（平成 20 年 4 月 22 日付 20 福保医政第 77 号）

改正　平成 24 年 2 月 9 日付 23 福保医政第 1591 号

第１　目　的

　脳卒中を発症した患者を速やかに適切な急性期医療機関に救急搬送できる仕組みを構築

するとともに、地域において急性期から回復期、在宅療養に至るまで切れ目のない医療・

介護サービスを受けることができる仕組みを構築することを目的とする。

第２　事業内容

(1)�脳卒中急性期搬送体制の構築

(2)�急性期から回復期、在宅療養に至るまでの連携方法の検討

(3)�地域における医療資源調査

(4)�医療連携に参加する医療機関のリスト作成・周知

(5)�地域連携クリティカルパスの活用促進

(6)�都民及び医療従事者に対する脳卒中に係る普及啓発

(7)�その他、脳卒中医療連携体制の構築について必要な事業

第３　東京都脳卒中医療連携協議会の設置

(1)�目　的

　脳卒中医療連携について、東京都全域で統一的に定めるべき事項、広域的に対応すべき

事項を取り扱うために、東京都脳卒中医療連携協議会を設置する。

(2)�協議内容

　次に掲げる事項について協議する。

　　ｱ�東京都全域の脳卒中急性期搬送体制の構築

　　ｲ�急性期搬送体制の評価・検証方法の検討

　　ｳ�圏域を越えた急性期から回復期、在宅療養に至るまでの連携体制の構築

　　ｴ�地域連携クリティカルパスの活用促進

　　ｵ�都民に対する脳卒中に係る普及啓発

　　ｶ�その他、脳卒中医療連携体制について、全都的な検討が必要な事項

(3)�委員の構成

　学識経験者、本要綱第４に定める各脳卒中医療連携圏域別検討会を代表する者、東京都

医師会、消防機関職員、東京都職員、その他関係団体で福祉保健局長が必要と認める者か

ら構成する。



95

第４　脳卒中医療連携圏域別検討会の設置

(1)�目　的

　脳卒中医療連携について、地域において検討すべき事項を取り扱うために、原則として、

東京都保健医療計画で定める二次保健医療圏を単位とした、脳卒中医療連携圏域別検討会

を設置する。

(2)�検討内容

　次に掲げる事項について検討する。

　　ｱ�地域の脳卒中医療連携の推進

　　　( ｱ )�各医療機関の脳卒中に係る医療機能の把握

　　　( ｲ )�脳卒中医療連携リストの作成及び関係医療機関への配布

　　　( ｳ )�急性期から回復期、在宅療養に至るまでの連携方法

　　　( ｴ )�地域連携クリティカルパスの活用促進

　　ｲ�二次保健医療圏内の脳卒中医療連携に関する情報の共有化

　　ｳ�地域の住民及び医療従事者に対する脳卒中に係る普及啓発活動

　　ｴ�その他、脳卒中医療連携を推進する上で、地域の特性に応じた必要な事業

(3)�委員の構成

　地域の中核病院、地区医師会、介護保険事業者、区市町村、その他関係機関に所属する

者から構成する。

附　則　

　この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附　則

　この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
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■東京都脳卒中医療連携協議会の運営に係る細目

（平成 20 年 4 月 22 日付 20 福保医政第 77 号）

改正　平成 24 年 2 月 9 日付 23 福保医政第 1591 号

第１　目　的

　この細目は、東京都脳卒中医療連携推進事業実施要綱（平成 20 年 4 月 22 日付 20 福保医

政第 77 号）（以下「要綱」という）に基づき設置する東京都脳卒中医療連携協議会（以下「協

議会」という）の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

第２　委員の任期

　委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

　なお、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第３　会　長

　協議会には会長を置き、委員の互選により選任する。

　なお、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が要綱第３の (3) に掲げる者のうちから

指名する者が代理する。

第４　部　会

(1)�協議会には、専門的な事項を検討するための部会を設置することができる。

(2)��部会は、協議会の委員のうちから会長が指名する委員又は会長が指名する者のうちから

福祉保健局長が別に委嘱又は任命する委員をもって構成する。

(3)�前項の部会のみ属する委員の任期は、第２（委員の任期）に準ずるものとする。

第５　部会長

(1)�部会には部会長を置く。

(2)�部会長は、会長の指名により選任する。

(3)�部会長は、部会を統括する。

第６　招集等

(1)�協議会及び部会は会長が招集する。

(2)�会長は、必要に応じて協議会及び部会に委員以外の者の出席を求めることができる。
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第７　会議の公開等

(1)��会議、会議録及び会議に係る資料（以下「会議録等」という）は、公開する。ただし、

委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、会議又は会議録等を公開しない

ことができる。

(2)��会議又は会議録等を公開するときは、委員の発議により出席委員の過半数で議決した場

合に限り、必要な条件を付すことができる。

第８　庶務

　協議会の庶務は、福祉保健局医療政策部医療政策課において処理する。

第９　委員への謝礼の支払

　協議会及び部会に出席した委員及び第６の (2) に掲げる者の協議会及び部会への出席に対

して謝礼を支払うこととする。

　なお、月の初日から末日までに開催した委員会への出席に対する謝礼の総額を翌月まで

に支払うものとする。

附　則　

　この細目は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附　則　

　この細目は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
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平成２４年度東京都脳卒中医療連携協議会委員名簿

区　分 氏　名 所　属　等

二
次
保
健
医
療
圏
圏
域
代
表

区中央部 ○　高木　誠 東京都済生会中央病院院長

区南部 土居　浩 公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院脳神経外科部長

区西南部 大貫　明 東京都立広尾病院脳神経外科部長

区西部 門脇　親房 医療法人社団瑞心会　杉並リハビリテーション病院院長

区西北部 丹正　勝久 日本大学医学部附属板橋病院院長

区東北部 糟谷　英俊 東京女子医科大学東医療センター副院長

区東部 井手　隆文 東京都立墨東病院脳神経外科部長

西多摩 高橋　眞冬 青梅市立総合病院神経内科部長

南多摩 北川　泰久 東海大学医学部付属八王子病院院長

北多摩西部 高里　良男 独立行政法人国立病院機構災害医療センター院長

北多摩南部 塩川　芳昭 杏林大学医学部付属病院副院長

北多摩北部 鳥巣　良一 小平中央リハビリテーション病院院長

学識経験者

安保　雅博 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座 主任教授

◎　有賀　徹 昭和大学病院院長

篠原　幸人 国家公務員共済組合連合会立川病院院長

新田　國夫 医療法人社団つくし会理事長

林　泰史 東京都リハビリテーション病院院長

横田　裕行 日本医科大学付属病院副院長

東京都医師会
東京都病院協会

林　滋 東京都医師会理事

猪口　正孝 東京都医師会理事

石原　哲 東京都医師会救急委員会委員長

清水　秀昭 東京都病院協会

消
防
関
係

東京都消防庁
有賀　雄一郎 東京消防庁救急部救急部長

小林　一広 東京消防庁救急部救急指導課長

稲城市消防本部 根岸　成男 稲城市消防本部消防長

行
政
関
係

区部 大久保さつき 港区保健所所長

多摩部 赤穂　保 南多摩保健所所長

東京都
浜　佳葉子 東京都福祉保健局医療政策部長

笹井　敬子 東京都福祉保健局医療改革推進担当部長

　◎・・・会長、○・・・会長代理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （敬称略）
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平成２４年度東京都脳卒中医療連携協議会 評価検証部会委員名簿

区　分 氏　名 所　属　等

二
次
保
健
医
療
圏
圏
域
代
表

区中央部 ◎　高木　誠 東京都済生会中央病院院長

区南部 土居　浩 公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院脳神経外科部長

区西南部 大貫　明 東京都立広尾病院脳神経外科部長

区西部 門脇　親房 医療法人社団瑞心会杉並リハビリテーション病院院長

区西北部 丹正　勝久 日本大学医学部附属板橋病院院長

区東北部 糟谷　英俊 東京女子医科大学東医療センター副院長

区東部 井手　隆文 東京都立墨東病院脳神経外科部長

西多摩 高橋　眞冬 青梅市立総合病院神経内科部長

南多摩 北川　泰久 東海大学医学部付属八王子病院院長

北多摩西部 高里　良男 独立行政法人国立病院機構災害医療センター院長

北多摩南部 塩川　芳昭 杏林大学医学部付属病院副院長

北多摩北部 内潟　雅信 公立昭和病院参与

学識経験者
青木　則明 ＮＰＯ法人ヘルスサービスＲ＆Ｄセンター　理事長

○　横田　裕行 日本医科大学付属病院副院長

東京都医師会
東京都病院協会

林　滋 東京都医師会理事

安藤　高朗 東京都病院協会

東京都消防庁
松川　茂夫 東京消防庁救急部参事兼救急管理課長

（東京都メディカルコントロール協議会事後検証委員会委員）

小林　一広 東京消防庁救急部救急指導課長

行政関係
大久保さつき 港区保健所所長

笹井　敬子 東京都福祉保健局医療改革推進担当部長

オブザーバー 有賀　徹 昭和大学病院院長

　◎・・・部会長、○・・・部会長代理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
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３．東京都における普及啓発事業 

■東京都では、都民への普及啓発のため、以下のポスター及びリーフレットを作成し、区・市

役所、保健所、医療関係機関、健康保険組合、都関係施設等へ配布するなど、都民への周知を図っ

ています。

（１）ポスター

　脳卒中を発症した患者が、速やかに専門的治療が可能な医療機関に救急搬送され、適切な治

療を受けられるよう、脳卒中の発症が疑われる症状などをわかりやすく示しました。
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（２）リーフレット

　脳卒中患者とその家族向けに、生活上の留意点等を解説しました。

（表）

（裏）

脳卒中のタイプと症状の特徴

脳　卒　中

血管が破れる血管が詰まる

血液の流れ
が悪くなる

脳　出　血 くも膜下出血脳　梗　塞

24時間医療機関案内サービス脳卒中発症後の治療の流れ

◆東京消防庁救急相談センター

ひまわり

•夜間、起床時の
発症が多い
•直前に麻痺など
を一時的に経験
することがある
•再発率が高い

　ひまわり（東京都保健医療情報センター）、都内
各消防署及び東京消防庁救急相談センターでは、夜
間や休日に診察可能な医療機関の案内などを24時間
行なっています。

　自動音声が流れましたら、音声案内に沿って操作
してください。

　救急車を呼ぶか、病院に行った方がいいか迷った
際に、相談医療チーム（医師、看護師、救急隊経験
者等の職員）が、24時間年中無休で相談を受けます。

入浴時、排便時、
興奮したときなど
に頭痛を伴って発
症することが多い

突然、今までに経
験したことのない
ような激しい頭痛
がおこる

（監修） 東京都脳卒中医療連携協議会
（発行） 東京都福祉保健局医療政策部
 医療政策課

03-5272-0303

#7119

★区部
03-3212-2323
★多摩地区
042-521-2323

携帯電話、PHS
プッシュ回線のみ
つながります

ダイヤル回線でも
つながります

脳卒中患者と
家族のみなさまへ
脳卒中患者と
家族のみなさまへ脳卒中

発　症

回復期リハビリ医療機関

社　会　参　加

急性期医療機関

身体機能を回復
させるリハビリ

在宅
かかりつけ医

療養型施設

日常生活への復帰および
維持のためのリハビリ

社団法人東京都医師会

Q1 Q2 Q3再発予防には
どうしたら良いですか？

あなたの脳卒中のタイプに適し
たポイントについて、かかりつ

けの先生と相談してみましょう。

【再発予防のポイント（参考）】

○脳梗塞では高血圧、糖尿病、脂質異常症、心
房細動などの管理。脳出血では特に高血圧の
管理。

○心臓が原因の脳塞栓症には血液を固まりにくく
する抗凝固薬（ワルファリン）の内服。その他
の脳梗塞には血小板の機能を抑える抗血小板
薬（アスピリンその他）の内服。

【目標とする値（参考）】

○高血圧…140 ／ 90mmHg未満

○糖尿病…血糖管理に加え、血圧、脂質異常症
の管理も行う

○脂質異常症… LDL（悪玉）コレステロール
120mg／ dl未満

○心房細動…医師の管理のもとに薬の効果を
コントロール

A1

日常生活では何に気を
つけたら良いですか？

日常生活で注意すべきポイント
は、食事、運動、嗜好（飲酒、喫煙）

の３点です。

①誤嚥に注意して、食事は適正な摂取カロリー
とすること、塩分、動物性脂肪を控えめにす
ることが大切です。

②活動的な毎日を送ることが必要です。可能な
らば、１日30分程度の歩行が効果的です。た
だし、転倒には十分注意しましょう。

③飲酒は１日１合までなら良いですが、それ以上
は再発の危険因子です。また、タバコは絶対
やめましょう。

日常生活で注意すべきポイント
は、食事、運動、嗜好（飲酒、喫煙）

の３点です。

①誤嚥に注意して、食事は適正な摂取カロリー
とすること、塩分、動物性脂肪を控えめにす
ることが大切です。

②活動的な毎日を送ることが必要です。可能な
らば、１日30分程度の歩行が効果的です。た
だし、転倒には十分注意しましょう。

③飲酒は１日１合までなら良いですが、それ以上
は再発の危険因子です。また、タバコは絶対
やめましょう。

A2

ごえん

手を使う、歩く、話すなどが
不自由なままでも、楽しみに

つながる目標をご家族と共に立てるこ
とが、家庭でのリハビリテーションの
第１歩です。
　そして、積極的に外へ出ることで、体もよく
動かせるようになります。日常生活もより過ご
しやすくなって、目標達成に近づくことができ
ます。
　退院後、体の働きの回復はゆっくりですが、
このようにして毎日をいきいきと過ごしま
しょう。

手を使う、歩く、話すなどが
不自由なままでも、楽しみに

つながる目標をご家族と共に立てるこ
とが、家庭でのリハビリテーションの
第１歩です。
　そして、積極的に外へ出ることで、体もよく
動かせるようになります。日常生活もより過ご
しやすくなって、目標達成に近づくことができ
ます。
　退院後、体の働きの回復はゆっくりですが、
このようにして毎日をいきいきと過ごしま
しょう。

福祉用具の活用 ご家族などの
支　　　　援

医療・介護関係者
の 指 導

脳卒中後の自宅でのリハビリテーション

体の働きの向上 積極的な社会参加活発な日常活動

楽しみにつながる目標達成へ

退院後、家庭でできる
リハビリテーションは
どんな方法ですか？

具体的な生活上の注意は、
かかりつけの先生の指示を
受けましょう。

A3
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４．東京都脳卒中地域連携診療計画書 

■東京都では、脳卒中地域連携診療計画書（地域連携パス）の普及を促進するため、都の標準

パスを作成し、脳卒中急性期医療機関等への普及啓発に努めています。

＜脳卒中地域連携診療計画書（地域連携パス）とは＞

　地域連携パスとは、急性期の病院から在宅療養まで切れ目のない医療を受けられるよう、診

療計画書を作成し、医療機関機関等で共有しているツールです。

　患者が安心して治療を受けられるよう、発症後の治療の流れや診療内容の説明書として、また、

医療・介護関係者間の情報共有ツールとして活用されています。

　運用イメージ（診療報酬上の届出を行っている医療機関の例）

　※算定対象：③④⑥⑧
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・

家 族 福 祉 窓 口

安 心 し て 過 ご す た め の 在 宅 生 活 の 準 備

維
持

期
医

療
機

関

急
性

期
治

療
が

終
わ

り
医

療
機

関
で

の
療

養
が

必
要

期 間 と 医 療 を 受 け る 流 れ
発

症
：
入

院

〈
救

急
病

院
〉

●
入

院
か

ら
約

2
週

間
（
標

準
）

急
性

期
の

治
療

が
終

了
。

症
状

が
安

定
し

、
リ

ハ
ビ

リ
に

よ

り
障

害
の

改
善

が
見

込
め

る
状

態
。

〈
リ

ハ
病

院
〉

〈
自

宅
・

介
護

施
設

〉
〈
病

院
〉

〈
診

療
所

〉

●
発

症
日

か
ら

　
 
約

1
～

6
ヶ

月
の

期
間

（
標

準
）

在
宅

療
養

が
可

能
な

状
態

。

サ
ー

ビ
ス

調
整

と
退

院
の

準

備
が

整
う

。

●
在

宅
で

の
生

活

獲
得

し
た

機
能

を
低

下
さ

せ

な
い

よ
う

に
生

活
し

ま
し

ょ
う

。

・
訪

問
診

療
（
医

科
・
歯

科
）

・
訪

問
看

護

・
訪

問
薬

剤
管

理

●
継

続
し

た
医

療
が

必
要

あ な た は …

転 院

退 院
退 院

転 院

在
宅

医
療

が
可

能
な

状
態

。

サ
ー

ビ
ス

調
整

と
退

院
の

準
備

が
整

う
。

介
護

保
険

の
申

請

介
護

認
定

の
調

査

要
介

護
認

定

区
、

市
役

所
介

護
保

険
担

当

区
、

市
職

員
が

本
人

の
状

況
を

確
認

に
訪

問
し

ま
す

。

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

決
定

・
契

約

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

相
談

・
住

宅
改

修
　

　
 
・
ヘ

ル
パ

ー
利

用

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
 
・
生

活
環

境
整

備

・
通

所
介

護
　

　
 
・
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

・
福

祉
用

具
　

　
 
・
訪

問
看

護

・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
（
作

業
、

理
学

、
摂

食
・
嚥

下
）

障
害

者
手

帳
の

申
請

約
6
ヶ

月
を

過
ぎ

て
、

障
害

が

固
定

し
て

か
ら

申
請

し
ま

す
。

発
症

か
ら

1
年

6
ヶ

月
以

上

経
過

し
、

該
当

さ
れ

る
方

区
、

市
役

所
障

害
者

福
祉

担
当

障
害

者
手

帳
取

得

障
害

年
金

の
申

請

（
6
5
歳

未
満

）

厚
生

年
金

の
方

年
金

事
務

所
へ

国
民

年
金

の
方

区
、

市
役

所

（
国

民
年

金
担

当
）
へ

再
就

労
準

備

若
年

者
の

生
活

訓
練

や

職
業

訓
練

等
の

相
談

（
障

害
者

手
帳

が
必

要
）

区
、

市
役

所

障
害

者
福

祉
担

当
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